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太平洋南部キンメダイの広域資源管理 

 

１ 資源の現状 

キンメダイは、我が国では北海道釧路以南の太平洋と新潟県以南の日本海に分布し、その

うち太平洋岸では房総半島から伊豆半島沿岸、御前崎沖、伊豆諸島周辺、四国沖、南西諸島

周辺海域などを主な漁場として、立縄、底立延縄、樽流しなどの釣り漁業等によって漁獲さ

れている。この他、小笠原公海、南西諸島周辺、中部北太平洋公海域の天皇海山周辺海域等

においても、底立延縄、底刺網、トロール等によって漁獲されている。 

１都３県（東京都、千葉県、神奈川県、静岡県）における 2005〜2009 年のキンメダイの

漁獲量は 7,000 トン弱で安定していたものの、2010 年以降は減少傾向にあり、2021 年には

3,841 トンとなっている。関東沿岸から伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイ資源量は 2000

年代前半まで４万トン台で横ばい、その後は減少傾向で推移し、2021 年は約 2.9 万トン。

親魚量は 2000 年代前半まで３万トン台で推移し、その後は減少傾向であったが、2017 年以

降は、増加傾向に転じたとされている。 

 

２ 関連漁業種類 

（１）自由漁業 立縄漁業 

（２）知事許可漁業（東京都、静岡県） 底立てはえ縄漁業 

（３）太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 底刺し網 

 

３ 資源管理の方向性(目標、期間等) 

キンメダイ資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適切に維

持、管理するための取組が重要である。 

このため、一都三県の自由漁業を営む漁業者が取り組んでいる資源管理措置を継続または

強化していくことにより、資源量を回復させることを目標とする。 

  

４ 資源管理措置 

（１）関係漁業者の合意の下で、下記のとおり漁獲努力量の削減措置を実施。 

各海域できめ細かい措置が機動的に講じられている。 

① 立縄漁業(自由漁業)及び底立てはえ縄漁業(知事許可漁業) 

都県名 関係漁業者の操業海域 取組内容 

千葉県 銚子沖、勝浦沖、東京湾口、伊豆諸島 ※ 各地の事情により、以下

取組を組合せて実施。 

・小型魚の再放流 

・漁具･漁法の制限 

・休漁日・休漁期間の設定 

・操業規制区域の設定 

・使用済漁具廃棄の禁止等 

東京都 

大島周辺、利島周辺、新島(含式根島)周

辺、神津島周辺、御蔵島･イナンバ、 

三宅島周辺、八丈島(青ヶ島含む)周辺 

神奈川県 東京湾口、伊豆東岸、伊豆諸島、静岡県

御前崎沖（静岡県知事許可） 

静岡県 伊豆諸島、静岡県地先 
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② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 委員会指示第 42号） 

きんめだい底刺し網漁業の承認を受けた者は、底立はえ縄漁業者を会員とする漁業者 

協議会との間で合意した以下の内容等について実施。 

 ア 休漁の設定 

小型魚や産卵親魚の保護育成のため、次の海域（第１紀南海山、第２紀南海山、駒橋第

２海山）においては、11月 1日から翌３月 31日までの間において、１ヶ月間の休漁を実

施する。 

イ 小型魚の保護（全長制限） 

小型魚の保護育成のため、全長 28 センチメートル未満のキンメダイは水揚げをしな

い。 

ウ 漁具の制限 

操業にあたっては、内径で 120 ミリメートル以上の網目を有する漁具を使用する。 

また、漁具の長さは一連につき 600 メートル以内とし、１回の操業において投網でき

る連の数は５連までとする。 

③漁場環境の保全措置 

操業にあたっては漁具の流出を極力防止するとともに、漁場等においてゴースト漁具

を発見した場合は、自主的に回収するよう努めている。 

 

（２）漁獲努力量の削減措置については、これまでの実施体制及び措置内容を尊重しつつ、

各地域及び漁業種類ごとの事情を勘案し、関係漁業者間の合意の下で、現在の取組をさ

らに進めていくこととする。 

 

５ 関係者間の連携体制 

従前より、キンメダイ資源管理は「一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会」

を通じて議論を重ね実践してきたが、平成 26 年に同資源の持続的利用を確保するための予

防的措置の取りまとめに向けた検討を行うため、協議会の下に各都県の漁業者代表、行政・

研究担当者、水産庁及び（国研）水産研究・教育機構で構成される「漁業者代表部会」を設

置し、年２回程度、同部会を開催することとしている。 

令和４年度は ９月 30 日に「令和４（2022）年度キンメダイ太平洋系群の資源評価結果」

が公表となったことから、先ずは、水産研究・教育機構と協力して、10 月から 12 月にかけ

て関係地区への浜周りを行い、当該評価結果及び今後の資源管理について各都県の関係漁業

者等に対して説明の上、質疑応答や意見聴取等を実施した。 

その後、漁業者代表部会は本年２月 13 日にキンメダイ漁業者協議会兼漁業者代表部会と

して開催し、同代表部会では、水産機構から資源評価結果及び今後の評価精度の向上につな

がる情報の整備等について、水産庁からは今後の資源管理について関係漁業者等から頂いた

主な意見等について、それぞれ説明・意見交換等を行った。なお、同協議会では、各都県の

資源管理の取組内容や関連する情報提供等がなされた。 

 

なお、新たな資源管理の推進にあたっては、資源管理手法検討部会において、水産資源の

特性及びその採捕の実態や漁業現場等の意見を踏まえた論点や意見の整理をすることとし

ており、昨年 12 月 20 日に開催した同部会の整理は、本年２月 13 日に開催した水産政策審

議会資源管理分科会において確認されたところである。 

具体的な論点や意見は、別紙のとおりとなっており、①漁獲等報告の収集については、現
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場に負担のかからない報告体制の構築等について、②資源評価については、生態の解明、精

度の高い資源評価等について、③資源管理については、自主的な管理の有効性を確認するこ

と等について、④ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項については、これまでの自主的な資源

管理の評価等について、整理された。 

今後、当該取りまとめによる論点や意見も踏まえながら、関係漁業者等の理解と協力を得

つつ、新たな数量管理の導入に伴う、資源管理の目標や目標達成の方法等について検討を進

められるよう、漁業者代表部会等の活用も視野に必要な調整等を加速化していく。 

 

参考 令和４年度キンメダイに関する一都三県の地区別浜周りの実施について 

日程 都県 地区 

令和４年 10 月 17 日 静岡県 御前崎市 

令和４年 10 月 26 日 東京都 新島村 

令和４年 10 月 27 日 神奈川県 三浦市 

令和４年 10 月 28 日 東京都 神津島村 

令和４年 11 月１日 東京都 大島町 

令和４年 11 月７日 静岡県 伊東市、下田市 

令和４年 11 月９日 千葉県 銚子市 

令和４年 11 月 10 日 千葉県 勝浦市 

令和４年 11 月 14 日 東京都 三宅村 

令和４年 12 月２日 千葉県 館山市 

令和４年 12 月７日 東京都 八丈町 

 



【別紙】資料７を抜粋 

 

 

第 10回資源管理手法検討部会の結果について（案） 
 

令和５年２月 13 日 

水 産 政 策 審 議 会 

資 源 管 理 分 科 会 

資源管理手法検討部会 
 

 

令和４年 12 月 20 日（火）に開催された第 10 回資源管理手法検討部会で整理された論点

及び意見は次のとおり。 
 

（１）マルアジ日本海西・東シナ海系群及びムロアジ類東シナ海 

 （略） 

 

（２）キンメダイ太平洋系群 

● 漁獲等報告の収集について 

➢ 多くが自由漁業であることを踏まえ、漁協等を含めた現場に負担のかからない報告体

制を構築することが前提となる。 

➢ 採捕位置や体長など、管理だけではなく評価の精度向上にも資する報告内容等を検討

する必要がある。 

➢ 適切な資源管理のため、本系群を利用する全ての地域の漁業、遊漁船等による漁獲量

を把握する必要がある。 
 

● 資源評価について 

➢ 本系群の資源評価・管理について、一都三県において生態から漁獲に係る詳細な調

査を実施し、その生態を十分解明して、精度の高い資源評価、適切な管理手法の構

築を図る必要がある。基本的には本系群を利用する全都県を対象とするべき。 

➢ 定量的にＴＡＣ等を設定するのであれば、各地域の努力量削減や漁場における環境

変化等を評価に加味するべき。 

➢ 再生産関係、年齢別漁獲尾数の推定、ＣＰＵＥの標準化（環境、獲り控えの影響等

の考慮）、遊漁や食害の影響、当該漁業の就業者の趨勢などの多様な要因を考慮した

十分な資源評価となるよう、関係情報を収集するべき。 

➢ 本系群の分布域全ての資源評価を漁場毎に行い、漁場毎の資源管理目標を設定すべ

き（漁獲努力量による目標が望ましい）。 
 

● 資源管理について 

➢ 漁業者は、これまでの自主管理の継続で十分管理が可能と考えている。自主的な管

理の有効性を確認し、自主的管理を基に資源管理すべき。 

➢ 十分な精度の資源評価に基づき漁獲シナリオの検討・設定をするべき。特に親子関

係が不明であり、それに基づく TAC管理に不安。 

➢ 一般論として、最新の技術、データに基づく数量管理が必要なことは理解。しかし、

本系群へのＴＡＣ制度導入は一都三県のみを管理対象にすることの不公平感等様々

な問題がある。系群全体の資源管理を行うべき。 

➢ 小型魚の保護や釣針数の制限など、長期にわたり取り組んできた一都三県による自

主的な資源管理を評価した漁獲量の配分をしなければ不公平感を助長する。単純な
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実績ベースの適用はすべきではない。 

➢ 漁業者はＴＡＣ導入の必要性に疑問があり、これまでの自主管理の継続で十分管理

が可能と考えている。自主的な管理の有効性を確認し、自主的管理を基に資源管理

すべき。 

 

● ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項について 

➢ これまでの漁業者による自主的な資源管理を評価。 

➢ 本系群にＴＡＣ制度を導入する合理性の検証。 

➢ 資源の公平な利用に向けたＴＡＣ導入された場合における配分方法・管理方法の考

え方等。 

➢ ＴＡＣ導入にともなう減収の支援策等。 

➢ 太平洋沿岸の本資源を利用している関係都県での遊漁等を含めた資源管理、サメ等

の食害対策。 

 

（以 上） 



                                                                    

太平洋南部キンメダイ資源管理の令和４年度の取組状況 

 

 

【広域資源管理の取組状況】 

 

  ① 立縄漁業及び底立てはえ縄漁業 

海域ごとに小型魚の再放流、漁具・漁法の制限、休漁日・休漁期間の設定及び操

業規制区域の設定等の措置を実施。 

 

   

図 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、高知県のキンメダイ漁獲量の推移 

 

  ② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業） 

太平洋広域漁業調整委員会指示第四十二号に基づき、きんめだい底刺し網漁船１

隻を承認。また、小型魚や産卵親魚保護のための期間休漁（11 月 1 日～3 月 31 日

までの間のうち 1ヶ月）、小型魚の保護（全長制限）、漁具の制限等の取組を実施。 

  

  （参考）キンメダイ底刺し網漁業（委員会承認分）漁獲量 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

35 ﾄﾝ 29 ﾄﾝ 73 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 56 ﾄﾝ 59 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 40 ﾄﾝ 57 ﾄﾝ 34 ﾄﾝ 

※Ｒ４年度は４月から翌年 1月末分まで 



キンメダイ太平洋系群
今後の資源管理について

2022年10月～12月浜周りキャラバンでの意見を表示

資料２－２



漁獲の現状について①漁獲量

・2021年１都３県全体のキンメダイ漁獲量は2011年と比較して77％まで減少。

（この間の資源量は31.6千トンから28.6千トンに減少。）

・各都県別のキンメダイ漁獲量でみると、

最大45％減少から22％増加となっており、都県により大きな差がある。

1

2011年の漁獲量を100とした場合の漁獲指数の推移１都３県におけるキンメダイ漁獲量の推移

122

88
87

55

77



資源の回復に向けた取組・検討状況等と数量管理の提案

・令和２年２月に開催した第11回漁業者代表部会では、資源を回復させることに合意。

・これまで漁業者代表部会では、漁獲圧の削減について地区ごとにできることから管

理措置を検討・実践してきた。

・地区ごとで努力量は減少してきたものの、地区ごとに漁法や操業形態が異なり、そ

の努力量データの収集割合もマチマチであるため、努力量指標については統一の指標

を用いることが困難。

・このため、新たに示された目標管理基準値案の達成が見込まれる努力量に置き換え

て管理をすることも難しい。

・努力量で管理を行う場合、地区ごとに指標が異なり、
その統一化が出来ない状況下で、各都県間で不公平感を
解消することが困難。
・共通言語として「漁獲量」を各都県毎に割当て、それ
を各都県（地区）のルールで管理（数量管理）を行うこ
とが最もわかりやすく公平である。

2



これまでの漁業者代表部会、漁業者協議会、浜周りで頂い
た御意見

数量管理の導入に関する主な反対理由

・資源評価結果に納得がいかない。地区毎の管理を尊重して欲しい。

・黒潮大蛇行の影響で分布が変わっており、資源は減っていない。

・イルカやサメ、バラムツなどの食害が酷いので、それに対応すべき。

・漁獲努力量による管理をすることで資源は回復できないのか。

・遊漁による資源への影響が懸念されるため規制すべき。

・拙速なＴＡＣ導入は反対。

・数量管理の導入による減収に対し補填が必要。

等

3



いただいた御意見への対応について①

4

✓ 資源評価結果に納得がいかない。地区ごとの取組を尊重して欲しい

✓ 黒潮大蛇行の影響で分布が変わっており、資源は減っていない

【対応】

・いただいた御意見を踏まえ、研究機関では評価の改善を図ってきた。

○令和３年度の資源評価において加入年齢の設定を変更。

○令和４年度の資源評価において水温や流向、流速など海洋環境の影響

を考慮した資源評価にするよう改善。（海洋環境を考慮したCPUE）

地区ごとのCPUEについても海洋環境を考慮し提示。

・これまで取り組んできた地区ごとの自主的管理措置があったからこその

資源状態であると認識。自主管理措置は引き続き取り組むことが重要。



いただいた御意見への対応について②

✓ イルカやサメ、バラムツなどの食害が酷いのでまずそれを対応すべき

【対応】

・対策を検討するためにも食害の実態の把握・記録が重要であり、情報収集

体制の強化を検討して資源評価の高度化を進める。

・被害状況や位置の記録・把握のために、補助事業を活用した機器導入につ

いて検討できないか。

5

✓ 漁獲努力量による管理をすることで資源は回復できないのか

【対応】

・適切に漁獲努力量が管理され、漁獲圧を適正な水準にコントロールできる

場合は資源の回復を見込むことができる。漁獲努力量の管理には、比較可

能な指標が必要だが、算定が技術的に難しいという課題。

・漁獲量であれば、地区ごと、漁業種類ごとの比較も容易。



いただいた御意見への対応について③

✓ 拙速なＴＡＣ導入は反対

【対応】

・新たな資源管理の推進に向けたロードマップにも記載しているとおり、漁

業者の理解と協力を得て進めることとしており、新たな資源評価結果が公

表されたことから、丁寧に議論を進めてまいりたい。

・近年の親魚量は増加傾向（2021年の親魚量23.1千トン）にあり、ＭＳＹ

（最大持続生産量）を実現する親魚量24.3千トンを目指して数量管理を導

入する好機ではないか。
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✓ 数量管理の導入による減収に対し補填が必要

【対応】

・漁業収入安定対策の活用や水産バリューチェーン事業等の高付加価値化

の取組支援を併せて活用することを御検討いただきたい。

・支援の内容、規模等については、選択する漁獲シナリオ（どの程度の漁

獲量削減が必要なのか。）と併せて検討する必要。



ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュール

・令和３年３月に新たな資源評価結果の公表等のスケジュールを公表

・キンメダイは令和４年９月に資源評価結果を公表（資源の状況と漁
獲圧の状況との関係の推移や、資源の将来予測が客観的な形で示
された）
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ＭＳＹベースの資源評価に基づくＴＡＣ管理の推進（現行ＴＡＣ魚種）



今日意見交換したいポイント
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本日の議論を相互理解を深めるための場としたいので、数量管理への御懸
念も含めて浜の声を聞かせていただきたい。

● 現時点での水産庁、一都三県の資源の現状及び資源管
理の取組方向についての共通認識の確認等

（１）資源の持続的な利用のため、資源管理の取組の継続や
改善が必要という認識でよいか

（２）どの程度の資源（量やサイズなど）の状態で利用した
いのか。持続的に最大の漁獲量を得られる目標（目標管
理基準値）の実現に向けて取り組んではどうか

（３）資源の持続的な利用に向けて漁業者として何が必要と
考えるか。（各都県での取組強化、遊漁の影響把握等）

（４）一都三県のキンメダイ漁業の将来について（参入規制
や操業ルールの統一化の必要性等）

※これらの議論にあたっては、「資源管理」と「漁業調整」の問題は
はっきり区別して検討する必要。



令和４年10月～12月の浜周りで頂いた主な御意見等

資源評価や数量管理の導入に関する事項

① 資源評価は、他県の遊漁船やプレジャー船による漁獲やイルカ・サメ・バラムツなどの食害分を考慮し、その結果については、皆が理解でき

るように、もっと説明に来てほしい。

② 資源評価結果に懐疑的。これまでの自主的取組（操業時間短縮・休漁期間延長・禁漁区域設定等）が資源の回復に寄与してきたことを十分に

反映し、他地区のＣＰＵＥ標準化や遊漁による漁獲を含めるなど、評価精度をもっと向上してから議論すべき。

③ 今般の評価結果に基づく数量管理には反対。一都三県で統一的な資源管理をさらに進めて漁獲努力量による管理（漁獲努力量の数値化などに

よる資源量の増大等）を検討すべき。漁獲努力量の指標の統一に向けて引き続き検討すること。

④ 漁獲努力量による管理のための数値化ができないのであれば、漁法の統一をすべき。採捕サイズ・縄数・操業時間等の統一的な指標を国から
示すべき。

⑤ なぜキンメダイにTACを導入するのか。一都三県に限られるのか。

⑥ TACの導入によって、漁業者間で漁獲枠の先獲り競争となり、廃業者の増加や地域産業の衰退を招くのではないか。

⑦ 一都三県で自主的な取組が異なるためＴＡＣで管理することは反対。

⑧ ＴＡＣ導入による配分に大きな関心。配分に際しては、各地区の自主的な取組を考慮しないと不公平。また、各年で漁獲量の変動が大きいの
で翌年に繰り越しできるなど柔軟な対応を検討し、新規就業の阻害要因とならないよう考慮すべき。

⑨ ＴＡＣを導入したら本当に資源は回復するのか。小型魚の水揚げが増えるなど、今までの取組の努力が無駄になるのではないか。

⑩ これまでの自主的な取組による管理で十分。当面は一都三県で統一的な資源管理をさらに進めて、資源状態が良くならない場合にＴＡＣを導
入すれば良い。

⑪ ＴＡＣによる管理を行う場合は、漁獲報告等の新たな業務に対応する人材や予算が漁協等にいないことから、行政が支援すべき。

⑫ 資源の回復に向けた取組の必要性は理解するが、厳しい経営状況にあるため、数量管理の導入による減収に対する補填や価格安定のため、漁
業関係者（漁協、仲買人、加工業者、販売業者等）も含めた補助制度が必要。

⑬ 資源管理を進めるための許可制の導入には賛成する。また十分な支援があるのならばＴＡＣの導入も賛成する。

⑭ 自分たちの取組の成果を今後も確保するために漁業の許可制導入の検討が必要なことは理解（他方、許可制となって他の都県に入域出来なく

なることに懸念）。

⑮ ＴＡＣ導入の賛否は別として、他県からの遊漁船やプレジャー船を規制すべき（資源への影響の観点及び漁業調整上の観点）。

⑯ 他県まき網漁船や底びき漁船が小型魚を漁獲している問題があることも踏まえ、一都三県以外の全国を対象にＴＡＣ導入の話をすべき。
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